
新型インフルエンザ A（H7NX）政府対策本部会合 

 

日時：令和元年 11 月８日（金）８時 10分～８時 25分  

場所：官 邸 ４ 階 大 会 議 室 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

基本的対処方針の変更について 

 

３．閉 会 

 

 

（配布資料） 

資料１   基本的対処方針（案）＜国内発生早期＞ 

参考資料１ 基本的対処方針に係る新旧対照表 

参考資料２ 新型インフルエンザ A（H7NX）政府対策本部の設置について 
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訓練 

 

基本的対処方針（案） 
 

令 和 元 年 1 1 月 ８ 日 

新型インフルエンザ政府対策本部 

 

 

政府は、新型インフルエンザＡ（Ｈ７ＮＸ）の発生は、

危機管理上重大な課題であるとの認識の下、取組を進

めているところである。 

今般、国内で初めて新型インフルエンザの患者が確

認されたことにより、発生段階は政府行動計画に定め

る海外発生期から国内発生早期に移行した。 

今後は、国内での感染拡大をできるだけ抑えるため、

国内対策を強化していく。 

 

一 新型インフルエンザ発生の状況に関する事実 

11 月 7 日、Ａ県において、国内で初めての新型イ

ンフルエンザの患者として、感染経路が特定されて

いる 2名の患者が確認された。 

この新型インフルエンザは、既に海外で感染が拡

大しており、季節性インフルエンザと比べ、小児や基

礎疾患のある者を中心に、肺炎や脳症を引き起こす

患者が多いことが報告されている。 

 

 

資料１ 国内発生早期 
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二 新型インフルエンザの対処に関する全般的な方針 

国内での感染拡大をできる限り抑えつつ、患者に

対しては適切な医療を提供し、また、感染拡大に備え

た体制の整備を行っていく。 

 

三 新型インフルエンザ対策の実施に関する重要事項 

１．国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状

況、ＷＨＯや諸外国の対応状況、新型インフルエン

ザウイルスの特徴等に関する情報収集に最大限の

努力を払う。 

 

２．新型インフルエンザ患者等の全数把握や、学校等

での集団発生の把握などの国内サーベイランスを

引き続き行うとともに、積極的疫学調査を実施す

る。 

 

３．引き続き、国民に迅速かつ的確な情報提供を行い、

問い合わせに対しては、厚生労働省のコールセン

ターや地方公共団体の相談窓口等において適切に

対応する。 

 

４．引き続き、海外発生国の状況に応じた感染症危険

情報等を適宜発出するとともに、在外邦人に対す

る支援を行う。 
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５．国内での予防及びまん延をできる限り遅らせる

ことを目的として、以下の対策を実施する。 

（１）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律に基づく、患者の入院措置等の対

応や濃厚接触者への外出自粛要請・健康観察等

の措置 

（２）住民等に対する手洗い・咳エチケット等の基本

的な感染対策の要請や、事業者に対する職場に

おける感染対策の徹底の要請等 

（３）必要に応じ、学校・保育施設等における感染対

策の実施に資する目安の提示及び学校保健安全

法に基づく学校の臨時休業の適切な実施の要請 

 

６．水際対策については当面継続する。 

 

７．医療の提供については、引き続き、帰国者・接触

者相談センター及び帰国者・接触者外来での対応

を継続するほか、以下の対策を実施する。 

（１）新型インフルエンザの診断・治療に資する情報 

等の医療機関及び医療関係者への迅速な提供 

（２）迅速な検査の実施 

（３）予防投与を含む抗インフルエンザウイルス薬

の適切な使用及び適正な流通 

（４）ワクチンの開発 

（５）医療機関・薬局及びその周辺における必要に応

じた警戒活動の実施 
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８．国民生活及び国民経済の安定の確保のため、以下

の呼びかけ・要請を行う。 

（１）食料品、生活必需品等を購入する場合の国民に

対する消費者としての適切な行動の呼びかけ 

（２）事業者に対する食料品、生活必需品等の価格高

騰を防ぐことや買占め及び売惜しみをしないこ

との要請 
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  基本的対処方針に係る新旧対照表 

現行（海外発生期）（令和元年 10 月 25 日） 変更案（国内発生早期）（令和元年 11 月 8 日） 

政府は、Ｙ国における新型インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ

Ｘ）の発生は、危機管理上重大な事態であるとの認識の

下、取組を進めることとする。 

現段階では病原性・感染力等に関する情報が限られて

いるため、国民の生命・健康の安全を確保する観点から、

病原性の高い新型インフルエンザである可能性も念頭に

対策を実施するが、更なる情報が得られ次第、適切な対策

に切り替えていく。 

政府は、新型インフルエンザＡ（Ｈ７ＮＸ）の発生は、

危機管理上重大な課題であるとの認識の下、取組を進め

ているところである。 

今般、国内で初めて新型インフルエンザの患者が確認

されたことにより、発生段階は政府行動計画に定める海

外発生期から国内発生早期に移行した。 

今後は、国内での感染拡大をできるだけ抑えるため、国

内対策を強化していく。 

 

一 新型インフルエンザ発生の状況に関する事実 

今回の新型インフルエンザは、病原性・感染力に関する

情報が限られているが、本年 10月以降にＹ国において新

たに感染が確認された患者数が急増し、そのうち約２割

が死亡するなどの報告があり、発生国における患者数の

増加が続く可能性がある。 

なお、現段階では、国内での発生は確認されていない。 

一 新型インフルエンザ発生の状況に関する事実 

11 月 7 日、Ａ県において、国内で初めての新型インフ

ルエンザの患者として、感染経路が特定されている２名

の患者が確認された。 

この新型インフルエンザは、既に海外で感染が拡大し

ており、季節性インフルエンザと比べ、小児や基礎疾患の

ある者を中心に、肺炎や脳症を引き起こす患者が多いこ

とが報告されている。 

 

二 新型インフルエンザへの対処に関する全般的な方針 

新型インフルエンザの国内侵入をできるだけ遅らせ、

国内発生の遅延と早期発見に努めるとともに、国内発生

に備えて体制の整備を行う。 

二 新型インフルエンザへの対処に関する全般的な方針 

国内での感染拡大をできる限り抑えつつ、患者に対し

ては適切な医療を提供し、また、感染拡大に備えた体制の

整備を行っていく。 

 

参考資料１ 
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現行（海外発生期）（令和元年 10 月 25 日） 変更案（国内発生早期）（令和元年 11 月 8 日） 

三 新型インフルエンザ対策の実施に関する重要事項 

１．国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状況、

ＷＨＯや諸外国の対応状況、新型インフルエンザウイ

ルスの特徴等に関する情報収集及び国内サーベイラン

スを強化する。 

三 新型インフルエンザ対策の実施に関する重要事項 

１．国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状況、

ＷＨＯや諸外国の対応状況、新型インフルエンザウイ

ルスの特徴等に関する情報収集 に最大限の努力を払う

。 

 

 ２．新型インフルエンザ患者等の全数把握や、学校等での

集団発生の把握などの国内サーベイランスを引き続き

行うとともに、積極的疫学調査を実施する。 

 

２．国民に迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、問い

合わせに対しては、厚生労働省のコールセンターや地

方公共団体の相談窓口等において適切に対応する。 

 

３．引き続き、国民に迅速かつ的確な情報提供を行うとと

もに、問い合わせに対しては、厚生労働省のコールセン

ターや地方公共団体の相談窓口等において適切に対応

する。 

 

３．在外邦人に対し支援を行うこと並びに国内での予防

及びまん延をできる限り遅らせることを目的として、

以下の対策を実施する。 

（１）海外における感染症危険情報の発出及び個人がと

るべき対応に関する情報提供等、不要不急の渡航の中

止の勧告等 

（２）検疫を実施する空港・港の集約化等の検疫強化、発

生国の在外公館における査証審査の厳格化等外国人の

入国制限や密入国対策等の水際対策 

（３）在外邦人に対する感染予防のための注意喚起等及

４．引き続き、海外発生国の状況に応じた感染症危険情報

等を適宜発出するとともに、在外邦人に対する支援を

行う。 
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現行（海外発生期）（令和元年 10 月 25 日） 変更案（国内発生早期）（令和元年 11 月 8 日） 

び帰国の支援等の在外邦人の支援 

（４）ワクチンの開発 

 

 

 

 

５．国内での予防及びまん延をできる限り遅らせること

を目的として、以下の対策を実施する。 

（１）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律に基づく患者の入院措置等の対応や濃厚接触

者への外出自粛要請・健康観察等の措置 

（２）住民等に対する手洗い・咳エチケット等の基本的な

感染対策の要請や、事業者に対する職場における感

染対策の徹底の要請等 

（３）必要に応じ、学校・保育施設等における感染対策の

実施に資する目安の提示及び学校保健安全法に基づ

く学校の臨時休業の適切な実施の要請 

 

 

 

 

６．水際対策については当面継続する。 

４．国内における新型インフルエンザ患者の発生に備え、

以下の対策を実施する。 

 

 

（１）帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センタ

ーの設置 

（２）国内における新型インフルエンザ患者の発生に備

７．医療の提供については、引き続き、帰国者・接触者相

談センター及び帰国者・接触者外来での対応を継続す

るほか、以下の対策を実施する。 
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現行（海外発生期）（令和元年 10 月 25 日） 変更案（国内発生早期）（令和元年 11 月 8 日） 

えた、患者の治療・入院措置等の対応の準備 

（３）新型インフルエンザの診断・治療に資する情報等の

医療機関及び医療関係者への迅速な提供 

（４）国内発生に備えた検査体制の整備 

（５）抗インフルエンザウイルス薬の適切な使用及び適

正な流通の指導 

 

 

（１）新型インフルエンザの診断・治療に資する情報等医

療機関及び医療関係者への迅速な提供 

（２）迅速な検査の実施 

（３）予防投与を含む 抗インフルエンザウイルス薬の適

切な使用及び適正な流通 

（４）ワクチンの開発 

（５）医療機関・薬局及びその周辺における必要に応じた

警戒活動の実施 

 

５．国民生活及び国民経済の安定の確保のため、全国の事

業者に対して、職場における感染対策の準備等を行うよ

う要請し、指定公共機関及び指定地方公共機関等におけ

る事業継続に向けた準備を推進する。 

 

８．国民生活及び国民経済の安定の確保のため、以下の呼

びかけ・要請を行う。 

 

 

（１）食料品、生活必需品等を購入する場合の国民に対す

る消費者としての適切な行動の呼びかけ 

（２）事業者に対する食料品、生活必需品等の価格高騰を

防ぐことや買占め及び売惜しみをしないことの要請 

 

 



 

 

新型インフルエンザＡ（Ｈ７ＮＸ）政府対策本部の設置について 

 

令和元 年１０月２５日 

閣 議 決 定 

 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」とい

う。）第 15 条第１項の規定に基づき、下記により、臨時に新型インフルエンザ等対策本

部（以下「政府対策本部」という。）を設置する。 

 

記 

 

１．政府対策本部の名称並びに設置の場所及び期間は、次のとおりとする。 

 (1)名  称 新型インフルエンザＡ（Ｈ７ＮＸ）政府対策本部 

 (2)設置場所 東京都（総理大臣官邸） 

 (3)設置期間 令和元年１０月２５日から新型インフルエンザＡ（Ｈ７ＮＸ）の対策を

推進するため必要と認める期間 

 

２．政府対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認

めるときは、新型インフルエンザ等対策有識者会議の会長その他関係者に出席を求め

ることができる。 

本 部 長 内閣総理大臣 

副本部長 内閣官房長官及び厚生労働大臣 

本 部 員 他の全ての国務大臣 

政府対策本部には、内閣官房副長官（政務及び事務）が出席する。 

 

３．本部長に事故があった場合の副本部長の職務代理順位は、第１順位 内閣官房長官 

第２順位 厚生労働大臣とする。 

参考資料２ 訓練 



    

４．政府対策本部に幹事を置く。 

幹事は、特措法第 16 条第７項に基づき内閣総理大臣が任命する政府対策本部の職員

の中から、本部長が指名する。 

 

５．政府対策本部の庶務は、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房におい

て処理する。 

 

６．前各項に定めるもののほか、政府対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、

本部長が定める。 
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Ｙ国における令和元年10月～11月8日の新規患者の発生状況の推移

本
日

（日）

（人）

3,747名感染
（内597名死亡）

Ｙ国の状況

WHOによる
PHEIC宣言※

※PHEIC：国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態
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日本国内における患者の確認状況（令和元年11月8日(金) 7:30時点）

検疫（～11月8日(金)）

Ａ県（11月7日(木)）

Ｙ国への出張から帰国した会社員６名のうち、
２名が発熱。
→ 新型インフルエンザ陽性確定

※当該患者は感染症指定医療機関に入院中

３か所の検疫所で、合計５名が新型インフルエンザ陽性確定
→  患者はいずれも指定医療機関に入院。

濃厚接触者は停留

Y国

陽性患者２名（上記の会社員）の濃厚接触者（同
僚、家族等）のうち、合計５名が高熱・せき等のイ
ンフルエンザ様の症状。
→国立感染症研究所で感染の有無を検査中

10月28日(月)  H港 ２名
11月 2日(土)  K空港 １名
11月 6日(水)  N空港 ２名

訓 練
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